
第８０号議案 

   足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担

に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年６月１０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担

に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関

する条例（平成２７年足立区条例第３７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、２号又は３号認定子どもに係る利用者に

ついての市町村民税所得割合算額（特定教育・保育等のあった月の属

する年度分。ただし、当該特定教育・保育等のあった月が４月から８

月までの場合にあっては前年度分とする。以下同じ。）が７７,１０１

円未満であって、利用者又は利用者と同一の世帯に属する者が要保護

者等に該当する場合は、当該利用者が属する世帯における最も出生が

早い２号又は３号認定子どもの利用者負担額は、別表第１から別表第

４までに定める額に０．５を乗じて得た額とする。ただし、別表第１

Ｂの項中「３，６００円」とあるのは「０円」と、「３，５００円」

とあるのは「０円」と、別表第２Ｂの項中「３，２００円」とあるの

は「０円」と、「３，１００円」とあるのは「０円」と、別表第３Ｂ

の項中「２，６００円」とあるのは「０円」と、別表第４Ｂの項中「９，

０００円」とあるのは「０円」と、「６，０００円」とあるのは「０

円」と、同表Ｄ４の項中「１９，５００円」とあるのは「９，２５０

円」と、「１９，３００円」とあるのは「９，１５０円」と、「１６，



５００円」とあるのは「７，７５０円」と、「１６，３００円」とあ

るのは「７，６５０円」とする。 

 第６条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、１号認定子どもに係る利用者についての

市町村民税所得割合算額が７７,１０１円未満であって、利用者又は利

用者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合は、当該利

用者が属する世帯における最も出生が早い１号認定子どもの利用者負

担額は、別表第５又は別表第６に定める額に０．５を乗じて得た額と

する。ただし、別表第５Ｂの項中「３，０００円」とあるのは「０円」

と、別表第６Ｂの項中「３，０００円」とあるのは「０円」と、同表

Ｃ１の項中「１６,１００円」とあるのは「７,５５０円」とする。 

 第６条の２の次に次の１条を加える。 

 （特定被監護者等が複数いる場合における利用者負担額の特例措置） 

第６条の３ 第４条から第６条までの規定にかかわらず、特定被監護者

等が２人以上いる世帯で、かつ、１号認定子どもに係る利用者につい

ての市町村民税所得割合算額が７７,１０１円未満である場合は、特定

被監護者等から順に、２人目の子どもが１号認定子どもである場合の

当該子どもの利用者負担額は、利用する施設に応じて別表第８又は別

表第９に定める額とする。 

２ 第４条から第６条までの規定にかかわらず、特定被監護者等が２人

以上いる世帯で、かつ、２号又は３号認定子どもに係る利用者につい

ての市町村民税所得割合算額が５７,７００円未満である場合は、特定

被監護者等から順に、２人目の子どもが２号又は３号認定子どもであ

る場合の当該子どもの利用者負担額は、別表第１から別表第４までに

定める額に０．５を乗じて得た額とする。 

３ 前２項の場合において、特定被監護者等から順に、３人目以降の子

どもが支給認定子どもである場合の当該子どもの利用者負担額は、無

料とする。 



４ 前３項の規定にかかわらず、支給認定子どもに係る利用者について

の市町村民税所得割合算額が７７,１０１円未満であって、利用者又は

利用者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合は、特定

被監護者等から順に、２人目以降の子どもが支給認定子どもである場

合の当該子どもの利用者負担額は、無料とする。 

 別表第８及び別表第９中「第６条」を「第６条及び第６条の３」に改

める。 

   付 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用

者負担に関する条例の規定は、平成２８年４月分以後の利用者負担額

について適用し、平成２８年３月分までの利用者負担額については、

なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、利用者負担額の特例を定

める必要があるので、この条例案を提出いたします。 


